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働くルールの確立で

人間性の回復を

最
高
裁

「中
労
委
命
令

取
消
訴
訟
」
は
事
件
番
号
が

確
定
し
、
こ
の
間
、
東
京
争

議
団
共
同
の
月
例
宣
伝

・
要

請
行
動
を
重
ね
な
が
ら
、
下

級
審
の
法
の
解
釈
適
用
の
誤

り
を
正
す
た
め
、
上
告
受
理

と
弁
論
開
始
を
求
め
る
要
請

を
継
続
中
で
す
が
、
明
乳
事

件
は
典
型
的

「不
当
労
働
行

為
事
件
」
で
す
。
１
９
６
０

年
代
後
半
か
ら
企
業
間
競
争

を
理
由
に
、
生
産
効
率
５
倍

化
を
狙
っ
た
旧
明
治
乳
業
は
、

食

の

「安
全

・
安
心
」
や

「労
働
諸
条
件
の
改
善
」
を

闘
う
組
合
活
動
を
敵
視
し
、

労
働
者
を
紅
組

・
白
組

・
雑

草
組
に
分
断
管
理
。
組
合
活

動
家
ら
に
共
産
党
員

・
民
青

同
盟
員
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
り
、

「生
産
疎
外
者
」

「職
場
秩

序
破
壊
者
」
と
し
て
徹
底
し

た
昇
給

・
昇
格
や
仕
事
差
別

を
行
い
、
執
拗
に
転
向
を
迫

り
組
合
を
変
質
さ
せ
た
の
で

す
。中

労
委
命
令

（２
０
１
７

年
１
月
）
は
、
労
組
法
27
条

「申
立
期
間
の
制
限
」
を
理

由
に
、
申
立
人
ら
請
求

の

「年
度
を
超
え
た
累
積
格
差

の
是
正
」
の
当
該
申
立
て
を

無
視
し
、

「救
済
年
度
内
に

新
た
な
不
当
労
働
行
為
と
格

差
が
認
め
ら
れ
な
い
」
と
し

て
、
年
間
平
均
97
万
円
、
最

大
２
０
０
万
円
に
も
及
ぶ
累

積
差
別
を
黙
殺
し
、
主
文

「棄
却
」
と
し
ま
し
た
。
し

か
し
命
令
は
、
審
査
の
到
達

点
を

「付
言
」
に
特
記
し
、

格
差
の
存
在
を

「紛
れ
も
な

い
事
実
」
と
認
め
、
不
当
労

働
行
為
意
思
も

「会
社
は
非

難
を
免
れ
得
な
い
」
と
断
罪
。

そ
の
上
で
、

「当
事
者
双
方

の
互
譲
に
よ
る
合
意
を
も
っ

て
紛
争
の
全
面
解
決
を
目
指

す
べ
き
」
と
、
解
決

へ
の
道

筋
を
示
し
た
の
で
あ
り
、
私

た
ち
が
大
義
と
道
理
を
持

っ

て
会
社
に
迫
る
武
器
と
な

っ

て
い
ま
す
。

私
た
ち
が
最
高
裁
に
求
め

る
第

一
は
、
労
組
法
７
条
１

項

（不
利
益
取
り
扱
い
）
３

項

（支
配
介
入
）
と
、
27
条

２
項

（申
立
期
間
の
制
限
）

の
解
釈
適
用
の
誤
り
を
正
す

た
め
、
上
告
の
受
理
を
し
て

弁
論
開
始
の
決
定
を
行
う
こ

と
。
第
二
は
、
中
労
委
命
令

「付
言
」
に
基
づ
き

（株
）

明
治
に
対
し
、
人
道
上
も
放

置
が
許
さ
れ
な
い
争
議
の
解

決
に
向
け
、
法
の
最
後
の
番

人
と
し
て
の
指
揮
を
執
る
こ

と
で
す
。

都
労
委
の
審
査
指
揮
の
結

果
と
し
て
残
留
す
る
、
39
件

（市
川
工
場
事
件
23
件
、
全

国
事
件
16
件
）
の
審
査
開
始

に
向
け
、

「事
件
進
行
に
関

す
る
上
申
書

（事
件
併
合
の

申
立
書
）
」
を
提
出

（
７
月

29
日
）
。
明
乳
事
件
の
特
段

の
事
情

（長
期
化
、
高
齢
化
、

64
人
中
16
人
故
人
、
未
審
査

事
件
39
件
）
を
明
確
に
し
、

都
労
委
か
ら
の
事
情
聴
取
の

中
で

「全
事
件
の
併
合
審
査
」

を
求
め
る
等
、
全
面
解
決

へ

の
道
筋
に
結
び
つ
く
審
査
開

始
を
目
指
し
奮
闘
中
で
す
。

最
高
裁
、
都
労
委
を
攻
勢
的

に
闘
い
、
異
常
企
業
体
質
の

包
囲
告
発
運
動
に
総
力
を
挙

げ
、
必
ず
解
決
局
面
を
切
り

拓
く
決
意
で
頑
張
り
ま
す
。

━ 格差と不当労働行為を認めた

中労委命令が到達点 ━

最
高
裁

・
都
労
委
の
闘
い
で

局
面
打
開
を

救
済
で
き
な
い
矛
盾
を

「付
言
」
に
託
す

二
点
を
最
高
裁
に

求
め
奮
闘

最
後
の
闘
い

「都
労
委
残
留
39
件
」



こんな食品会社 許せますか
「食の安全｣「働く者の人権」ないがしろ

企
業
倫
理
上

人
道
上
も
放
置
で
き
な
い

操
業
百
年
を
越
す
老
舗
、｢

明
日
を

も
っ
と
お
い
し
く
」
を
標
榜
す
る
食
品

会
社
。
本
来
、
企
業
経
営
の
模
範
で
あ

る
べ
き
㈱
明
治
が

「こ
れ
で
良
い
の
？
」

と
い
う
行
為
を
続
け
て
い
ま
す
。
か
つ

て
牛
乳
に
植
物
油
な
ど
を
混
ぜ
て
利
益

を
拡
大
し
た｢

イ
ン
チ
キ
牛
乳｣

事
件
は
、

国
会
で
問
題
視
さ
れ
社
長
が
辞
任
す
る

に
い
た
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
体
質
は
21
世
紀
に
な
っ

て
も
続
き
ま
す
。

「学
校
給
食
牛
乳
異

臭
事
件｣

の
原
因
隠
ぺ
い
、｢

高
カ
カ
オ

チ
ョ
コ
で
脳
若
返
り
」
の
不
当
公
表
な

ど
も
国
会
で
追
及
。
Ｒ

１
ヨ
ー
グ
ル

ト
が
カ
ゼ
に
効
く
の
誇
大
宣
伝
も
、
コ

ロ
ナ
禍
に
乗
じ
て

「う
が
い
・
手
洗
い
・

Ｒ

１
」
な
ど
と
、
マ
ス
ク
よ
り
も
Ｒ

１
の
悪
徳
商
法
ぶ
り
で
す
。
９
年
前

の
原
発
事
故
に
よ
る
粉
ミ
ル
ク

・
学
乳

の
放
射
能
汚
染
も
原
因
を
伏
せ
た
ま
ま
。

こ
の
20
年
に
35
件
に
も
な
る
製
品
事
故
、

不
祥
事
が
続
き
ま
す
。

さ
ら
に
、
食
品
会
社
と
し
て
は
異
常

に
多
い
死
亡
災
害
に
よ
り
、
40
年
間
に

７
人
も
の
若
い
労
働
者
が
犠
牲
に
な

っ

て
い
ま
す
。

明治の「食の安全・安心｣をおびやかす不祥事・不正行為

の背景には、労働者の人権を無視する異常な企業体質があ

ります。解雇・差別などの労働争議は半世紀の間に12件。

現在も長期労働争議が未解決のまま続きます。和解解決の

機会にも一切応じない明治の経営姿勢は、企業倫理の上か

らも人道上からも許されるものではありません。争議の早

期解決こそ「食の安全｣を守る唯一の道です。

「食の安全｣無視は

異常な労働者管理に

私
た
ち
は｢

食
の
安
全

・
安
心｣

と
働
く
人
た
ち
の
人
権

を
守
る
た
め
、
明
治
乳

業
争
議
が
解
決
す
る
ま

で

「明
治
の
製
品
は
買

い
ま
せ
ん

飲
み
食
べ
ま

せ
ん
」
の
運
動
を
呼
び

か
け
ま
す
。
正
当
な
運

動
で
す
、
ぜ
ひ
ご
協
力

く
だ
さ
い
。

ー
株
式
会
社

明
治
に

「食
の
安
全｣

求
め
る
全
国
の
会
ー

明治の製品は
買わない 飲み食べない

(株)明治社前行動
◆座り込み＝56次１０月２０日、57次１１月１７日、58次１２月１４日

◆全労連・東京地評争議支援総行動＝１２月３日

915東京地評総行動 労働組合活動による差別は憲法違反 ９月座り込み

(株
)明

治


